
 
川内地域原子力防災協議会の構成員について 

 
平成２５年９月３日の原子力防災会議決定に基づき、内閣府政策統括官（原子

力防災担当）は、道府県や市町村が作成する地域防災計画・避難計画等の具体
化・充実化を支援するため、平成２７年３月２０日に、原子力発電所の所在する
地域毎に課題解決のためのワーキングチームとして「地域原子力防災協議会」を
設置することとし、川内地域においても「川内地域原子力防災協議会」が設置さ
れた。 
川内地域原子力防災協議会の構成員・オブザーバーは、以下のとおりである。 
 
＜構成員＞ 
内閣府政策統括官（原子力防災担当） 
原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官 
内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付危機管理審議官 
内閣府大臣官房審議官（防災担当） 
警察庁長官官房審議官 
総務省大臣官房総括審議官 
消防庁国民保護・防災部長 
文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当） 
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 
農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官 
経済産業省資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官 
国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官 
海上保安庁総務部参事官（警備救難部担当） 
環境省大臣官房審議官 
防衛省大臣官房審議官 
鹿児島県副知事 

 
＜オブザーバー＞ 
薩摩川内市 
いちき串木野市 
阿久根市 
鹿児島市 
出水市 
日置市 
姶良市 
さつま町 
長島町 
九州電力株式会社 
 

＜事務局＞ 
  内閣府大臣官房審議官（原子力防災担当） 
  内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（地域防災担当） 
 内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（地域防災担当）付地域原子力防災推進官 等  
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